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2010年度の新入社員に行つた調査では、「どのような点に魅力を感じて会社・組織を選び

ましたか ?」 という質問に、―番多かつた回答は、「自分が成長できる」でした。

さらに最近は、仕事の中に社会的な意義を見出そうという傾向も見られ、「社会に貢献でき

る仕事」、「人々の役に立つ仕事」に就きたいという人が多くなつています。

これら働 く人のニーズに応えて、企業の業務改善を行い、生

産性を向上させ、賃金制度を改善することで、人材が育成され、

優秀な人材を確保することができること等により、企業もまた

活性化 し、発展 し、継続、拡大 していくものと考えられます。

今、企業を活性化 し、発展することを考えている中小企業の

事業主の皆様には、是非、この機会に中小企業への支援制度を

活用されてはいかがでしょうか。

厚生労働省では、最低賃金引上げを契機に中小企業の生産性向上と労働面の改善を両立させ

るため、「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業」を行つており、この事業には F業

務改善助成金」と「中小企業相談支援事業」制度があります。

三  こねは、賃金の最も低い者の賃金を引上

: げることにより、1最
も影響を受ける中小

三 企業が、事業場内の最も低い時間給を40
: 円以上引上げ、かつ、4年以内に計画的

三 に800円に引上げるためにt生産性の向

: 上に資する設備の購入や教育研修を行つ

三 た場合、その費用の1/2(上限100万円)

: を助成する制度です。

三  三  業務改善助成傘のこ案1内を含めた

:  : 中小企業への支援のため、下記の総

三 三 合相談支援センタニ及び相談支援

:  : コーナーの窓口で無料で相談等の対

三  三 応を行つてし`ます。こ遠慮なくこ相

:  : 談ください:なお、相談の秘密は守

三  三 ります。



鶉就業規貝」の作成や改定の相談

鶉賃金制度の整備、改善に関する相談

颯労働能率の増進に資する1設備・機器の導入等の相談

鰈労働能率の増進に資する研修等の相談

鶴師 :・ ‐

鰈販路拡大の方法についての相談

ゃ技術指導に関する相談

靡支援制度について など

鸞生産の効率相談

鰈新規事業展開の相談

上記の相談内容以外にも相談を受け付けています。

「業務改善助成金」と「中小企業相談支援事業』については

総合相談支援センター及び相談支援コーナーに配置されていますコーディネーター (社会

保険労務士)が対応 します。

総合相談支援センター (新潟市)及び相談支援コーナー (長岡、上越、三条、新発田、魚

沼の各市)で行つています。また、相談日については最寄りの総合相談支援センター及び相

談支援コーナーに事前にこ確認ください。

け新潟県最低賃金総合相談支援センター  025-250-フ ア59
螂長岡最低賃金相談支援コーナー     025-250-フ ア59※
聰上越最低賃金相談支援コーナー     025-544-8833
鰈三条最低賃金相談支援コーナー     0256-32-1311
は新発田最低賃金相談支援コーナー    025-250-フ ア59※
瘍魚沼最低賃金相談支援コーナー     025-フ 92-2124

※長岡 新発田地域にお住まいで、電話でのこ相談をこ希望の方は、新潟県最低賃金総合相談支援センターに

お問い合わせください。

新潟市中央区川岸町 ]丁目56番地

下圧L025二 234-5924  FAX 025-230-5720


